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１ 離職日の翌日に起業して２年後に廃業したケース

１年
前 職 事 業 の 実 施 期 間 （２年） 受給可能な期間

本来の受給期間
１年

特例による受給期間

２年
受給期間に算入しない期間

２か月

特例申請

２ 離職日の２か月後に起業して３年６か月後に廃業したケース

１年
前 職 事 業 の 実 施 期 間 （３年６か月） 受給可能な期間受給可能な

期 間

本来の受給期間
４か月

特例による
受給期間

３ 年
受給期間に算入しない期間 受給期間に算入

２か月

特例申請

２か月

離職日の翌日 休廃業日の翌日 受給期間満了日

離職日の翌日

事業開始日

休廃業日の翌日 受給期間満了日

本来の受給期間満了日

本来の受給期間満了日





上記の手当以外にも「常用就職支度手当」があります。いずれの手当も 

支給要件などの詳細については、ハローワークにお問い合わせください。 



 

 

 
 

 

 

                                

                                 

                              

                                

 

 

 

   

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 求職登録は、利用しやすいハローワークで行うことができます。
ただし、雇用保険の受給資格者等が求職申込みを行う場合は、原則としてその住所または
居所を管轄するハローワークで行う必要があります。
なお、求職活動はどのハローワークでも行うことができます。

 ハローワークでは、原則として求職の申込みはすべて受理しますが、求職者の適職を紹介
できるよう、また、法令に違反することのないよう、求職申込みの内容を確認します。

 求職登録は、所定の求職申込み様式にご登録いただき、その内容を踏まえて職業相談・職
業紹介を行います。正確かつ最新の内容を登録してください。

 その他の記載上の注意事項や記載方法はハローワークが配布しているリーフレット等を参
照してください。

 ハローワークでは、求職者に対してその能力に適合する職業を紹介し、求人者に対してそ
の雇用条件に適合する求職者を紹介します。

 求職情報の公開を希望する場合、公開情報の自由記述欄に個人情報や誹謗中傷など他者の
権利を侵害する情報等の問題のある内容がないかなど、特に注意してください。
これらの問題を把握した場合、予告なく求職情報の公開を停止することがあります。

 求職情報を公開すると、ハローワークから求人者に提供する場合があります。
また、求人者マイページを開設している求人者から検索・閲覧が可能となります。

 自由記述欄を含め、求職情報の公開内容の責任は求職者自身にあり、公開内容により生じ
た不利益については、自ら責任を負うことになります。

 ハローワークから職業紹介を受けた後、何らかの理由で応募を辞退する場合は、必ず事前
に、ご自身で求人者とハローワークにご連絡ください。

 求人票は雇用契約書ではありません。採用条件は面接の際、求人者によくご確認ください。

 雇用契約締結時にご自身が同意して契約した場合、その契約内容が雇用条件になります。
使用者は労働者に書面等で労働条件を明示する義務があります。
採用時には必ず使用者との間で労働条件を確認してください。

１ 求 職 登 録

２ 職 業 紹 介

ハローワークの職業相談・職業紹介サービスの
ご利用に当たって

全体版はこちらから→

ハローワークの職業相談・職業紹介サービスを利用する際は、以下の事項にご留意ください。

※ハローワークインターネットサービスなどの個別のサービスについて、別途利用規約等への同意が
必要である場合もありますので、各サービスの利用に際しては、個別に確認をお願いします。

 ハローワークでは、政府の行う無料の職業紹介事業として提供するサービスの円滑な運営
その他厚生労働省職業安定局と人材開発統括官、都道府県労働局とハローワークが行う業
務の遂行に必要な範囲で、利用者の情報を収集し、保管、使用します。

 具体的な収集する情報の範囲、使用目的と使用する範囲、
使用と提供の制限、安全確保の措置、適用範囲等は
別途「プライバシーポリシー」を参照してください。

３ 個人情報等の取扱い

プライバシーポリシー



 ハローワークでは、職業相談・職業紹介の窓口で、混雑状況や予約状況等を勘案し、相
談・紹介に一定の上限時間を設けたり、待ち時間が生じる場合があります。

 利用者の皆さまには、十分な相談時間をとって対応していますが、利用者が多数の場合は、
予約相談等の計画的な利用をご案内することがあります。特に電話については、窓口の混
雑状況やご相談の内容等を勘案し、一定の上限時間を設ける場合がありますので、ご了承
ください。

４ 窓口利用に当たっての注意事項

　ハローワークでは新しい技能、知識を身に付け、再就職を目指す方のためにさまざまな訓練コース
をご案内しています。
　ハローワークであっせんする訓練（公的職業訓練）には、（1）求職者支援訓練と（2）公共職業訓練が
あります。
　訓練科目、募集時期、訓練期間、応募資格、入所手続きについては、訓練施設や訓練科目により
異なります。
　職業訓練の募集情報については、熊本労働局ホームページURL（https://jsite.mhlw.go.jp/
kumamoto-roudoukyoku/）の「ハロートレーニング（公的職業訓練）」のバナーにて確認して
ください。

（1）求職者支援訓練は、求職者支援制度に基づき、実施される訓練で、国の認定を受けて、民
間の訓練実施機関が行います。

ポリテクセンター熊本（熊本職業能力開発促進センター）

所在地：861-1102　合志市須屋2505-3　（TEL．096－242－6614）
ホームページ：「ポリテクセンター熊本」で検索。メインページのメニュー「求職者の方へ」をクリック。

ポリテクセンター荒尾（熊本職業能力開発促進センター荒尾訓練センター）

所在地：864-0041　荒尾市荒尾4409　（TEL．0968－62－0179）
ホームページ：「ポリテクセンター荒尾」で検索。メインページのメニュー「求職者の方へ」をクリック。

熊本県立高等技術専門校
所在地：861-4108　熊本市南区幸田1-4-1　（TEL．096－378－0121）
ホームページ：「熊本県立高等技術専門校」で検索。（熊本県庁HP内の「高等技術専門校」のページ）

スキルアップのチャンス

職業訓練のご相談、職業訓練中の給付金等に関しては要件がありますので、詳細につい
ては、早めにハローワークの職業訓練担当窓口でご確認ください。

（2）公共職業訓練は、職業能力開発促進法に基づき実施される訓練で、国・都道府県が実
施、または民間施設に委託して行います。

★熊本県内には次の公共の職業訓練施設があります。

※雇用保険を受給中に公共職業訓練・求職者支援訓練を受講された場合は、訓練が終了す
るまでの間、雇用保険が延長して支給される場合もあります。

職業訓練のご案内ハロートレーニング
～急がば学べ～



 
 

 

869 3207 
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096 ( 371 ) 8337 (  ) 

 
( ) 

 

 
861 3206 

395 096 ( 282 ) 0077  

 
866 0853 

1 34 0965 ( 31 ) 8609  

 
861 1331 

771 1 0968 ( 24 ) 8609  
 

 865 0064 
1334 2 0968 ( 72 ) 8609  

 863 0050 
16 48 0969 ( 22 ) 8609  

 868 0014 
1602 1 0966 ( 24 ) 8609  

 869 0502 
266 0964 ( 32 ) 8609  

 

 869 2612 
2318 3 0967 ( 22 ) 8609 ( ) 

 867 0061 
3 2 1 0966 ( 62 ) 8609  


